
２ 学校内で薬物乱用者を発見した場合の対応
ここでいう「薬物乱用者」とは、薬物乱用者、薬物所持者、薬物売買者をいう。

【 初 期 対 応 】
物的証拠 ○写真撮影・使用薬物の確保薬物乱用発見

児童生徒の場合 外部者の場合
○その場にいる職員で対応
（児童生徒だけにしない）
○職員一人の時は応援を呼ぶ
○可能な限り身柄を確保

複数の教員で対応する 管理職 警察署

教育委員会
○情報の一本化（管理職・児童・生徒指導部）

養護教諭・担任等 児童・生徒指導部へ連絡

乱用児童生徒の保護 一般児童生徒の保護・指導
○ 他の児童生徒と隔離する。（同席の児童生徒は別に事実確認を行う）
○ 状況により救急車を要請する。救急車はサイレンなしで。
○ 意識がない場合は吐物による窒息に注意
○ 安易に動かさない。本人が動ける場合は別室に入れる。

【職員の対応】
○ 児童・生徒の生命身体の保護を第一とする。
○ 基本的には管理職もしくは児童・生徒指導担当教諭の指示で行動。
○ 必ず複数で行動。単独行動は絶対にさける。
○ 次の指示があるまでは、その場を離れない。
○ 報道対応も考慮する。

【 ２ 次 対 応 】

事 実 確 認 担任 保護者へ連絡 （引き取り）

事 実 認 定 ○ 本人・保護者に方針を伝える
○ 立ち直りの支援をする。(相談機関との連携Ｐ７)

児童・生徒指導部会 ○ 人権保護に努める。
（指導方針確認） ○ 全校・学年集会等の計画を進める。

臨時職員会議
○ 全体で状況を確認し、管理職が解散を宣言するまでは在校。

【 】補足事項
○ 薬物事犯については、薬物の所持・使用が全て違法であり、事件であるので、原則と
して警察に連絡をとる。

○ 学校外で乱用行為を発見した場合にも、児童生徒の心身への重大な影響及び違法な
流通からの保護等の観点から、直ちに管理職、家庭、警察、学校医、学校薬剤師等関係
機関に連絡し、適切な対応を図る。

○ 児童生徒の人権及びプライバシーに十分な配慮をする必要がある。


